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国による保育制度改革 

１ 社会保障審議会少子化対策部会（厚生労働省） 
 

今後の新たな制度体系の詳細設計に向けた議論の中間的なとりまとめとして，

平成２１年２月２４日付けで「第１次報告」が出された。 

第１次報告を踏まえた詳細の検討については，検討項目が専門的かつ量的にも

大きいものであるため，同部会に２つの専門委員会を設置し，議論が行われてい

るところである。 

主に次のような項目について議論されている。 

   【保育第一専門委員会】 

・保育の必要性の判断，公的保育契約 

    ・保育の費用保障，利用者負担の在り方 

    ・保育の質の確保，向上について 

   【保育第二専門委員会】 

    ・多様な保育関連給付メニュー 

    ・参入の仕組み 

 

※ 「第１次報告」の概要については，第１回委員会「参考資料集」の資料１４

を参照。） 

 

２ 地方分権改革推進委員会（内閣府） 

 
平成２１年１０月７日に出された「第３次勧告」によると， 

保育園に関する内容としては， 
・ 保育所の設備，設置基準の条例への委任 

     （人員配置基準は「標準」，その他は「参酌すべき基準」） 
が挙げられている 

 
     これに対する厚生労働省は， 
     ・ 条例委任は実施 
     ・ 利用者の処遇，安全，生活環境に直結する「人員配置基準」「居室面

積基準」「人権に直結する運営基準等」は「従うべき基準」，その他（全

体の約９割）の基準は勧告どおり「参酌すべき基準」とする。 
     ・ 保育所については，東京等に限り待機児童解消までの一時的措置とし

て，「居室面積基準」のみ「標準」とする。 
     との対応方針を示した。 

資料１



28
22

( )
112

1200

(5/7)
(2/5)

1362
12

1362
88

出典：厚生労働省報道発表資料
　　　「地方分権改革推進委員会第３次勧告（地方要望分）に対する厚生労働省の対応方針について」



出典：内閣府行政刷新会議「ワーキンググループ配布資料」
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第２WG 評価コメント 
 
評価者のコメント 

事業番号２-25 延長保育事業 

（次世代育成支援対策交付金） 

延長保育事業は、基本的に強化すべき。ただし、厚生労働省は必要とされるデータを全く持っ

ていない。データの提示なくして、必要額や会計の議論はできない。 

延長保育の支援は大変に重要で、公共セクターによる支援は継続すべきである。ただし、財源

は都道府県が合意するのであれば、年金特別会計児童手当勘定でかまわない。都道府県が

反対する場合、特別会計１/２、市町村１/２にすべき。 

全体（保育事業）としてのサービスの負担割合について、検討してほしい。 

２年以内の子ども手当て創設に伴い、保育の抜本的な制度改革を行うべき。とりわけ、ソフト交

付金と児童育成事業の項目の多さは驚きで、地方に一括して財源を渡すべき。 

財源についても、特別会計の負担割合を見直す。積立金も活用し、都道府県に新たな負担の

ないようにする。受益者負担の観点から、補完的保育サービスまで一般国民が負担するのは

おかしい。 

厚生労働省のセクショナリズム「保育＝福祉」の固定観念が強い。延長保育を事業主拠出金

及び民間企業（社会福祉法人）に限定しすぎ。 

児童手当勘定や、労災特会などからの支出で事業の継続を図るべき。児童手当勘定の積立

金が８００億円あるというのには驚いている。時間外保育延長は、必要とされるのは一般的に残

業対応である。本来、国民の福祉向上を思うなら、残業などない勤労状況を目指すべきで、

貴重な一般会計の使い道は「待機児童の解消」の方向で政策の充実を図るべきと考える。 

埋蔵金で２年間制度を継続し、その間にトータルで国民が安心して子育てできる制度をつくりあ

げて欲しい。来年度の早いうちに制度提案できるとの説明があった。 

延長保育については、受益者負担の増加の検討も必要では。一般会計で実施した方がよい。

年金特別会計に移した場合に、企業の実効税率がどうなるかの議論が必要。全体として企業

負担を増加させる議論の流れであるが、企業の競争力への配慮も重要。 

ニーズの具体的な把握について、工夫をしていく必要があると思います。埋蔵金があるなら、保

育所の増設に使えばよい。 

「次世代育成支援」に関する全体のスキームができるまで、現状（一般会計）で手当てすべき。

しかし、多数の事業は保育園/親子（申請者＝受益者）から見て、簡便で使いやすい形に抜本

的に統一すべき。 

来年度はこのままサービスの継続が必要。特別会計の中でどのような次世代育成対策支援を

出典：内閣府行政刷新会議「ワーキンググループ評価結果」



【速報版】   行政刷新会議「事業仕分け」 

 

するのかを２２年度に考え、整理し、２３年度には整理した形で新しくスタートさせる。延長保育

事業そのものは、ワーキング保護者が増加していること、また、出生数を増やすことをサポート

するためにも、継続・強化する必要がある。財源については、コンスタントに予算がとれる枠があ

るようにすべき。一般会計・特別会計、どちらでもよい。ただし、埋蔵金があり、使うあてがないの

であれば、これに充てることは必要だ。 

 

 

ＷＧの評価結果 

延長保育事業（次世代育成支援対策交付金） 

見直しを行う 
（廃止 ０名 自治体/民間  ０名 見直しを行わない ３名 

             見直しを行う ９名： 

              ア.他の保育サービスと同様に、特別会計により実施 ８名  

              イ.その他  １名  

              

 

とりまとめコメント 

 子ども手当ての創設にみられるように、社会全体で子育てを応援していくことに

力点を置いていることは言うまでもなく、この延長保育事業もムダという議論はな

く、必要だという認識であることを指摘する。 

 その上で、本ＷＧでの判定のとおり、延長保育事業は「見直し（特別会計により実

施）」という結論とさせていただく。現在は制度的な過渡期にあるため、抜本的な保

育のあり方について政務三役でしっかりと議論し、その中で負担のあり方について

も、議論を行っていただきたい。当面１，２年の間は、特別会計の中で負担すると

いう形で予算要求をお願いしたい。 

 ただし、次世代育成支援対策交付金は国１/２、市町村１/２で、児童育成事業

費は国１/３、都道府県１/３、市町村１/３という負担については、特会に移管する

ことにより、地方自治体や受益者に過度な負担が生じることのないよう、法改正な

ども含めて検討していただきたい。 

出典：内閣府行政刷新会議「ワーキンググループ評価結果」
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出典：内閣府行政刷新会議「ワーキンググループ配布資料」

5,005,764円59,928,588円 5,441,088円 ※下線部は会議中の修正後数値



出典：内閣府行政刷新会議「ワーキンググループ配布資料」



行政刷新会議「事業仕分け」 

第２WG 評価コメント 
 
評価者のコメント 

事業番号２-３９ 保育所運営費負担金 

（保育所の利用料の設定の仕組みを含む） 

● 高所得層（1500 万円以上）に応分の利用者負担を求めないことは不公平。 

● 子ども手当ての創設に伴って、費用徴収基準額も見直すべき。とりわけ、収入基準も世帯の可

処分所得や地域で分類すべき。 

● 高所得者の負担を増やすことにより、低所得者の負担減を図るなどの調整が必要。地方自治

体ごとに、差が出ないよう国で負担すべき。 

● 根本政策を見直し、幼稚園の保育料ともあわせて補助金の出し方は検討すべき。 

● 認可保育所、認可外保育所など一物一価であるべき。社会福祉法人が事実上独占している。 

● 制度設計のあり方として保育費用の総額をコントロールすることを考えたほうが合理的ではない

か。 

● 子育て支援については、多方面により充実すべきである。ただし、幼保一元化等抜本的な対応

が求められる。 

● 第７階層の負担率を上げても大きくは国庫負担を下げることにはならないと思う。民主党の子ど

も手当てが一律支給であるために、ここは高額所得者の負担は上げて全体としてのバランスを

とっているようなイメージを作るという風にも感じる。それよりも、保育のありようをもっと多様にさ

せて待機児童が減少するようトータルな政策を作り上げていただきたい。 

● 現在のテーブルの負担額（第７階層）を引き上げるのは無理があると思う。幼稚園や保育園の

一元化等は大変重要な問題だが、別々の制度である限りこの程度の国の支援は必要だと思

う。 

 
ＷＧの評価結果 

保育所運営費負担金（保育所の利用料の設定の仕組みを含む） 

見直しを行う 
（廃止 ０名 自治体/民間 ０名 見直しは行わない ３名 

        見直しを行う ６名：  

ア.最高所得階層（第７階層）に係る保育料徴収基準額の 

引き上げ ５名  

イ. その他 ２名） 

出典：内閣府行政刷新会議「ワーキンググループ評価結果」



行政刷新会議「事業仕分け」 

 
とりまとめコメント 

判定としては「見直しを行う」とする。具体的には、第７階層より上の階層を設けて

みるべきだということで検討をお願いしたい。 

さまざまな制度の課題があり、この議論の中だけでも、子ども手当が創設される中

で、平成 10 年から使われているこの費用徴収基準額がいいのかどうかということがあ

る。また、可処分所得が本来の基準としてあるべきということ（夫婦２人で２千万円を

稼ぐ方と１人で２千万円を稼ぐ方とは違う）。地方と大都市でも違うし、もう少し細かい

基準表が必要。 

制度全体に加え、基準表の見直しについても検討していただきたい。子育てを社会

全体で応援するという気持ちは変わらないが、応能負担を求める必要がある。 

 

出典：内閣府行政刷新会議「ワーキンググループ評価結果」
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出典：行政改革推進本部事務局「公益法人制度改革の概要」
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出典：行政改革推進本部事務局「公益法人制度改革の概要」



＜プール制における非常勤職員の取り扱いについて＞ 

   非常勤職員については，保育園における人員配置の重要性とも絡み，様々な意

見があった。 
・ 保育園を運営するうえで，非常勤職員は欠かすことのできない労働力であり，

保育を受ける子どもたちにとっては正規職員，非正規職員の別は関係ない。 
・ 特別保育等他の補助事業においても言えるが，プール制においても正規，非

正規で職員の処遇に大きな差があり，改善すべきである。 
・ 京都市における職員配置基準は他都市に比べても優れているといえるが，一

部非常勤換算がなされる部分がある。正規職員で必要数を確保するということ

が本来あるべき姿であるとすれば，改善すべきである。 
 
   プール制において，非常勤化に関連する基準・要因として 
   ・フリー経費定数 … 認定保育士数の約 1 割を非常勤単価で算定 
   ・欠員単価    … 認定職員数内であれば常勤職員が雇用できない場合，

非常勤単価がプール制所要額に加算される 
              これは，職員を募集しているが採用に結びつかない場

合や，保育児童数の変動（減少等）により認定職員数が

変動し，それによる職員の解雇等を避けるため，固定化

しやすい常勤職員の採用を控え非常勤職員で対応する

場合などがある。 
   などが考えられる。 
 
  フリー経費定数及び欠員単価部分を常勤化した場合にかかる経費試算 

【フリー経費定数の常勤化（平成 20 年度精算時データから）】 

  １表（保育士）所要額総額   … 13,335,106,079 円（フリー経費定数，欠員単価除く） 

  １表（保育士）年間人月    …     31,845 人月 

  １表（保育士）平均人数    …      2,654 人（31,845 人÷12 月） 

一人当たり所要額（年額）    …    5,024,531 円（13,335,106,079 円÷2,654 人） 

 

  フリー経費定数年間人月     …      3,041 人月 

  フリー経費定数平均人数    …       253 人（3,041 人÷12 月） 

  フリー経費定数単価（年額）  …    2,418,240 円（201,520 円×12 月） 
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一人当たり所要額（年額） － フリー経費定数単価（年額） 

     5,024,531 円    －   2,418,240 円  ＝ 2,606,291 円 … Ａ 

 

     Ａ         ×  フリー経費平均人員 

     2,606,291 円    ×     253 人   ＝ 659,391,623 円 

 

【欠員単価部分の常勤化】 

プール制格付職員所要額総額  … 15,609,065,617 円（フリー経費定数，欠員単価除く） 

  プール制格付職員年間人月   …     38,141 人月 

  プール制格付職員平均人数   …      3,178 人（38,141 人÷12 月） 

一人当たり所要額（年額）    …    4,911,600 円（15,609,065,617 円÷3,178 人） 

 

   欠員年間人月          …      3,063 人月 

  欠員平均人数         …       255 人（3,063 人÷12 月） 

欠員単価（年額）       …    2,418,240 円（201,520 円×12 月） 

 

一人当たり所要額（年額） －  欠員単価（年額） 

     4,911,600 円    －   2,418,240 円  ＝ 2,493,360 円 … Ｂ 

 

     Ｂ         ×  欠員平均人員 

   2,493,360 円    ×     255 人   ＝ 635,806,800 円 

 

【合計】  1,295,198,423 円 

 
 
 
 
 
 
 
 


